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八千代町立新設中学校制服等製作事業プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

 八千代町では学校の再編により新たな新設中学校の開校を予定している。開校に伴い、生

徒が快適な学校生活を送ることができるように、また、保護者の経済的負担の軽減や多様性

への配慮、学校生活での使用に必要十分な機能を備えた制服や体操服等を導入することを

目的としてプロポーザルを実施する。 

 

２．新設中学校概要 

(1)開 校 年 度 令和 10 年 4 月 

(2)学 校 名 八千代町立 八千代（やちよ）中学校 

(3)設 置 場 所 茨城県結城郡八千代町大字若 1,808 番地（現 八千代町立八千代第一中学校） 

(4)見込生徒数 483 人（1 年生：156 人、2 年生：177 人、3 年生：150 人）R8.5.1 時点 

(5)校 章 未定 

 

３．基本方針 

 (1)導入年度 令和 10 年 4 月（新中学 1 年生より着用） 

 (2)導入内容 制服及び体操服 

 (3)そ の 他 開校時に在籍している生徒については新しい制服や体操服等の着用を求めない。 

       （現在着用している制服や体操服等を引き続き着用する。） 

 

４．募集内容 

 プロポーザルの実施にあたり下記の内容を募集する。なお、今回のプロポーザルは制服や

体操服のデザインを決定するものではない。デザインは、事業者の決定後、検討していく。 

 (1)制服 

 ブレザー、スラックス（冬服）、スカート（冬服） 

 ※その他制服や夏服については、事業者の決定後に総務部会等において決定する。 

 (2)体操服 

 長袖、長ズボン 

 ※半袖や半ズボンについては、事業者の決定後に総務部会等において決定する。 
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５．制服や体操服等に求める仕様・機能等 

 新しい制服や体操服等の導入について、児童生徒や保護者、教職員を対象にアンケートを

実施した。最も意見の多かった下記の点に配慮した仕様とする。 

【制服】 

重視する点 暑さ寒さ対策、耐久性、価格 

制服のスタイル 

ブレザースタイル 

紺 

性別に関わらずスカート、スラックスを選べるもの 

【体操服】 

重視する点 動きやすさ、耐久性、暑さ寒さ対策 

色のイメージ 
青 

紺 

長袖のスタイル プルオーバーまたはハーフジップ 

長ズボンのスタイル テーパードまたはストレート 

 

６．スケジュール 

実施内容 実施日・実施期間 備考 

公募開始（公告） 令和 8 年 7 月 9 日（木）  

質疑受付締切 令和 8 年 7 月 16 日（木）午後 5 時まで  

質疑回答 令和 8 年 7 月 21 日（火） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で回答 

参加意向申出書 

企画提案書の提出期限 
令和 8 年 7 月 23 日（木）午後 5 時まで 持参又は郵送 

提案書審査期間 令和 8 年 8 月上旬まで  

審査結果通知 審査終了後随時 電話及び通知書 

 

（参考）現在の八千代第一中学校及び東中学校の制服や体操服等の価格 

【制服】 

男子 40,000 円～45,000 円程度（学生服及びスラックスのみ） 

女子 35,000 円～40,000 円程度（セーラー服及びスカートのみ） 

【体操服】 

10,000 円～13,000 円程度（長袖・長ズボン） 
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７．参加資格 

・制服と体操服の双方を取り扱い、安定的な供給能力を有すること。 

・令和 10 年 2 月末までに納品できること。 

・次の欠格事項に該当しないこと。 

①国・県または他の地方公共団体から、参加表明日において指名停止を受けている者。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

る者。 

③国税・都道府県税及び市町村税に滞納がある者。 

④役員等が八千代町公共施設の暴力団等排除に関する条例第2条第1項に規定する暴力団

員等であること。 

⑤役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

⑥その他、法令等に違反していること又は違反する恐れがあること。 

 

８．質問・回答 

 本プロポーザルに係る内容等に関して不明な点がある場合は、次のとおり提出すること。 

 なお、本業務事業者選定に公平性を保てないと判断される場合は回答を行わないことが

ある。 

(1)提出方法 

 別添の質問書（様式第３号）により、電子メールにて提出すること。 

 ◆送り先：八千代町 教育部 学校教育課 庶務係 

    gakkou1@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp 

 ◆メールの件名は、『質問書／八千代町プロポーザル【会社名】』としてください。 

 ※学校教育課に、電話で送信した旨を伝え、着信したことを必ず確認してください。 

 ※電話、FAX及び口頭による質問は受け付けません。 

(2)質問期限   令和8年7月16日（木）午後5時まで（必着） 

(3)回答方法   八千代町公式ホームページで随時公表 

 回答期限：令和8年7月21日（火） 

 http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/ 

 

９．提案書等の提出 

 (1)提出書類 

  ①参加意向申出書（様式第１号） 

mailto:gakkou1@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp
http://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/
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  ②会社概要（任意様式） 

    提案者の事業内容、実績等について記載すること。 

  ③業務実施体制（任意様式） 

    実務の実施体制、分担業務の内容について記入すること。 

  ④企画提案書（様式第２号及び任意様式） 

 デザイン提案は評価対象外であり、デザインの最終決定は事業者決定後に協議し

て行うものとする。 

企画提案書の作成は、A4 縦版（ページ制限なし）、横書き、両面、文字サイズ 11

ポイント以上（図、表、画像を除く）、及び左右に 20 ㎜以上の余白を設定すること。

なお、A4 サイズに収まらない場合は、A3 サイズまで可能とし、横折込とすること。 

  ⑤参考見積書（任意様式） 

数量、単価等積算根拠を明らかにすること。消費税を含む額とし、業務想定規模を

超える提案は失格とする。 

(2)提出期限 

  令和 8 年 7 月 23 日（木）午後 5 時まで（必着）持参又は郵送 

(3)提出先 

   〒300-3592 茨城県結城郡八千代町大字菅谷 1170 番地 

    八千代町役場教育部学校教育課 担当：幸田 

  ※提出は持参、又は郵送に限るものとする。なお、郵送の場合は、提出期限までに到着、

内容に不備がないものに限り受け付けるものとする。 

  ※封筒の表に「制服等製作事業プロポーザル書類在中」と記載すること。 

(4)提出部数 

正本１部、副本 10 部（正本は押印した原本、副本は押印したものの写しを使用） 

 

１０．審査 

(1)審査方法 

 別紙「八千代町立新設中学校制服等製作事業者選定委員会のプロポーザル審査方針」に基

づき、書類審査により実施 

(2)審査基準 

 次に定める審査基準に基づき審査を行う。 

(3)審査結果 

 文書（様式第４、５号）により通知する。なお、審査結果に対する異議は受け付けない。 
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【審査基準】 

項目 評価項目 評価事項 配点 

業
務
実
施
体
制 

供給体制 
・制服や体操服等を継続して供給できる経営的基盤を

有しているか。 
10 

採用実績 

販売体制 

・八千代町や茨城県内での採用実績があり地域特性等

の理解があるか。 

・八千代町内の販売店から購入することができるか。 

20 

アフター 

サービス 

・追加購入に迅速に対応することができるか。 

・修繕等が生じた際のアフターサービス体制が確保さ

れているか。 

10 

協力体制 

・選考後から当該制服等の完成まで八千代町立中学校

統合準備委員会および学校教育課が行う打合せや試作

品の展示等に出席し、適切に対処できる事業者である

か。 

10 

企
画
提
案 

機能性 

・自宅で洗濯ができる等手入れがしやすい工夫がされ

ているか。 

・寒暖への適応性に優れ、快適に学校生活が過ごせるよ

うな提案がされているか。 

・汚れが付きにくく落としやすい、抗菌防臭、撥水加工

等、機能性についての提案がされているか。 

・動きやすく、生徒の活発な動きに対応できる機能性を

持つ提案がされているか。 

・中学生の身長の増加に合わせて仕立て直しが可能か

どうか。 

20 

経済性 
・現在の八千代町の中学校制服等の価格を考慮しつつ、

保護者等に配慮した価格となっているか。 
10 

耐久性 
・素材や縫製技術面等、3年間の着用に耐えられるよう

な提案がされているか。 
10 

LGBT対応 
・多様性への対応として当事者の意向に沿った制服を

個別用意できる体制が整っているか。 
10 

総合評価（合計） 100 
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１１．その他 

 (1)見込み生徒数はあくまでも見込みであり、見込数に達しない場合でも異議なく履行す

る。 

(2)提案書の作成経費や旅費等の必要経費は、提出者の負担とする。 

 緊急やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができないと

認めるときは、停止、中止又は取り消すことができるものとする。なお、この場合にお

いて本公募型プロポーザル方式に要した費用について、町はその責を負わないものと

する。 

(3)提出いただいた企画書等は返却しない。なお、提出された企画書等は提出者に無断で

使用しない。 

 (4)参加意向申出書提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面（任意様式）

により、学校教育課あてに提出すること。 

 (5)次のいずれかに該当した場合は、失格とする。 

  ① 参加資格要件を満たしていない場合 

  ② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  ③ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合 

④ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 (6)申請者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異

議を申し立てることはできない。 

(7)お問い合わせ先 

   八千代町役場教育部学校教育課 担当：秋葉・幸田 

    ＴＥＬ 0296-48-1519 

    メール gakkou1@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp 

mailto:gakkou1@town.ibaraki-yachiyo.lg.jp

